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越
前
朝
倉
氏
と

加
賀
一
向
一
挟
付

義

博

泉

は
じ
め
に

戦
国
時
代
の
越
前
の
政
治
情
勢
を
考
え
る
に
当
た

っ
て
は
、
加
賀
を
支
配
し
た
一
向
一
撲
の
動
向
を
抜

き
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
戦
国
大
名
朝
倉
氏

は
、
常
に
こ
の
加
賀
一
向
一
撲
の
侵
入
に
備
え
、
ま

た
国
内
の
一
向
衆
の
活
動
に
も
目
を
光
ら
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
大
名
朝

倉
氏
と
一
向
一
撲
と
の
緊
張
し
た
関
係
を
追
跡
し
て

み
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
わ
)

主
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」
れ
ま
で
に
筆
者
が
学
ぴ
得
た
研
究
業
績
と
し
て

泉

越
前
朝
倉
氏
と
加
賀
一
向
一
挟
付

は
、
井
上
鋭
夫
氏
『
一
向
一
撲
の
研
究
』
(
吉
川
弘
文

館
、
一
九
六
八
年
)
を
は
じ
め
、
重
松
明
久
氏
『
蓮
如

と
越
前
一
向
一
撲
』
(
福
井
県
立
図
書
館
・
福
井
県
郷
土

誌
懇
談
会
共
刊
『
福
井
県
郷
土
新
書
』
第
二
巻
、
一
九

七
五
年
)
、
水
藤
真
氏
『
朝
倉
義
景
』
(
『
人
物
叢
書
』
第

一
八
二
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
)
、
な
ど
が
あ

ヲ
告
。

一
長
享
の
加
賀
出
兵

越
前
朝
倉
氏
と
加
賀
二
向
一
挟
が
接
触
し
た
最
初

の
事
件
は
、
長
享
二
年
(
一
四
八
八
)
六
月
に
起
き

て
い
る
。
こ
の
時
に
一
向
一
撲
は
、
高
尾
城
に
立
て

箆
も
っ
た
加
賀
守
護
富
樫
政
親
を
攻
め
滅
ぽ
す
が
、

朝
倉
氏
は
こ
れ
を
救
援
し
よ
う
と
堀
江
景
用
を
派
遣

し
た
。賀

州
土
一
捺
蜂
起
、
相
囲
富
樫
介
域
。
以
故
、
朝

倉
合
力
之
事
、
自
江
州
御
所
被
仰
伶
)

右
の
記
事
に
よ
る
と
、
加
賀
の
士
一
撲
(
一
向
一

撲
)
が
蜂
起
し
て
富
樫
政
親
の
居
城
高
尾
城
を
攻
囲

し
た
の
で
、
近
江
に
六
角
高
頼
征
伐
の
た
め
に
出
陣

し
て
い
た
将
軍
足
利
義
尚
は
、
急
、
ぎ
朝
倉
貞
景
に
命

じ
て
救
援
軍
を
派
遣
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
と
見
え
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
救
援
軍
は
間
に
合
わ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

今
長
於
香
厳
院
、
叔
和
西
堂
語
云
。
今
月
五
日
行

越
前
府
中
。
其
以
前
、
越
前
合
力
勢
赴
賀
州
。
難

然
一
挟
衆
二
十
万
人
、
取
回
富
樫
城
。
以
故
同
九

日
、
被
攻
落
城
、
皆
生
涯
而
、
富
樫
一
家
者
一
人

取
立
向
。
)

朝
倉
貞
景
に
将
軍
義
尚
の
出
陣
命
令
を
伝
達
す
べ

く
越
前
に
下
向
し
た
使
節
叔
和
西
堂
(
瑞
順
)
が
、

ま
も
な
く
帰
洛
し
て
語
っ
た
と
こ
ろ
が
右
の
記
事
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
六
月
五
日
に
叔
和
が
越
前

府
中
に
着
い
た
と
こ
ろ
、
す
で
に
救
援
の
朝
倉
軍
は

加
賀
に
出
陣
し
て
い
た
が
、
二

O
万
人
と
い
う
一
挨

勢
が
富
樫
城
(
高
尾
城
)
を
取
り
囲
み
、
九
日
に
つ

い
に
落
城
し
て
、
政
親
を
は
じ
め
と
す
る
篭
城
勢
は

全
滅
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
撲
衆
は
政
親
の
代
わ
り

の
人
物
を
守
護
に
取
り
立
て
た
と
見
え
て
い
る
が
、

そ
れ
が
富
樫
泰
高
で
あ
っ
た
。

同
じ
事
件
を
『
後
法
輿
院
記
』
で
は
、
「
伝
聞
、
去

八
日
於
加
州
、
冨
樫
介
令
生
涯
云
々
。
加
賀
国
一
捺

衆
、
其
外
能
登
・
越
中
之
一
撲
衆
相
加
問
、
及
数
万

人
云
々
」
と
記
さ
れ
て
、
政
親
の
滅
亡
は
八
日
、
ま

た
一
捺
衆
は
数
万
人
で
、
加
賀
の
ほ
か
能
登
・
越
中

の
一
挨
衆
が
加
勢
し
て
い
た
と
見
え
て
い
る
。
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ま
た
「
朝
倉
始
末
記
」
で
は
、
朝
倉
軍
に
よ
る
加

賀
出
陣
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

堀
江
ト
富
樫
ハ
一
姓
ナ
ル
故
ニ
、
其
時
堀
江
中
務

丞
景
用
、
当
国
ノ
守
護
英
林
ノ
舎
弟
慈
視
院
光
玖

一
一
得
其
意
、
一
千
騎
ニ
テ
打
立
テ
、
富
樫
介
合
カ

ノ
為
一
一
、
江
沼
郡
へ
打
入
ト
錐
ド
モ
、
時
出
ノ
城

モ
落
、
富
樫
介
モ
打
死
ス
ト
開
シ
カ
パ
、
帰
ラ
ン

ト
ス
ル
処
ニ
、
江
沼
ノ
一
捺
蜂
起
シ
テ
取
懸
ケ
ル

程
ニ
、
橘
口
ニ
於
テ
合
戦
ア
リ
。
敵
十
余
人
、
堀

江
衆
モ
拾
人
計
、
訴
レ
テ
ゾ
引
退
キ
ケ
勺

す
な
わ
ち
、
富
樫
氏
と
同
族
の
堀
江
景
用
が
千
騎

を
率
い
て
出
陣
し
た
が
、
間
に
合
わ
ず
、
高
尾
城
は

落
城
し
て
富
樫
政
親
が
滅
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
、
退

却
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
江
沼
郡
の
一
向
一
撲
が

追
撃
し
て
来
て
、
橘
口
で
の
合
戦
で
双
方
に
一

O
人

程
度
の
負
傷
者
が
出
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

、王2 

『
蔭
涼
軒
目
録
』
長
享
二
年
五
月
二
十
六
日
条
(
『
増

補
続
史
料
大
成
』
第
二
三
巻
)
。

『
蔭
涼
軒
日
録
』
長
享
二
年
六
月
二
十
五
日
条
。

『
後
法
興
院
記
』
長
享
二
年
六
月
十
五
日
条
(
『
増
補

続
史
料
大
成
』
第
六
巻
)
。

井
上
鋭
夫
・
桑
山
浩
然
・
藤
木
久
志
氏
校
注
「
朝
倉

3 4 

始
末
記
」
(
笠
原
一
男
・
井
上
鋭
夫
氏
校
注
『
蓮
如
一
向

一
捺
』
『
日
本
思
想
大
系
』
第
一
七
巻
)
。

ニ
永
正
三
年
の
一
撲
蜂
起

朝
倉
勢
と
一
向
一
授
と
の
本
格
的
な
対
立
は
、
永

正
三
年
(
一
五

O
六
)
七
月
に
近
畿
・
東
海
・
北
陸

の
広
範
囲
な
地
域
で
、
一
捺
衆
が
大
規
模
に
蜂
起
し

た
際
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
関
し
て
寸
東

寺
光
明
講
過
去
帳
し
に
は
、
次
の
よ
う
に
見
え
て
い

マ
令
。

於
諸
国
大
和
・
河
内
・
丹
後
・
越
中
・
越
後
・
能

登
・
越
前
・
加
賀
・
美
濃
・
三
河
等
所
々
、
或
従

京
都
発
向
、
或
就
土
民
一
向
宗
蜂
起
合
戦
之
問
、
天

亡
之
輩
不
知
幾
千
万
。
依
之
総
諸
国
之
死
人
、
為

廻
向
入
云
勺

す
な
わ
ち
、
近
畿
・
東
海
・
北
陸
の
広
範
囲
な
地

域
で
一
撲
が
同
時
に
蜂
起
す
る
と
と
も
に
、
京
都
か

ら
は
軍
勢
が
発
向
し
て
、
各
地
で
大
規
模
な
合
戦
に

な
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
一
撲
の
蜂
起
は
、
将
軍
足
利
義

澄
・
管
領
細
川
政
元
と
連
携
し
た
山
科
本
願
寺
実
如

が
命
じ
て
挙
兵
し
た
も
の
で
、
攻
撃
の
目
標
は
、
能

登
に
逃
亡
し
て
勢
力
挽
回
を
画
策
す
る
足
利
義
植

(
義
材
)
、
お
よ
び
そ
の
味
方
の
大
名
達
、
す
な
わ
ち

越
前
の
朝
倉
貞
景
、
越
中
の
畠
山
尚
順
(
越
後
へ
逃

亡
)
、
越
後
の
上
杉
房
能
・
長
尾
能
景
(
の
ち
越
中
で

敗
死
)
、
河
内
の
畠
山
義
英
な
ど
で
あ
っ
た
。
『
大
乗

院
寺
社
雑
事
記
』
永
正
三
年
五
月
八
日
条
に
は
、
「
越

中
国
一
向
宗
、
白
越
後
治
罰
。
仇
一
国
衆
帰
国
云
々
。

加
賀
一
向
宗
、
可
治
罰
沙
汰
在
之
。
各
迷
惑
云
々
一
2
)

と

あ
っ
て
、
越
中
の
一
向
宗
は
越
後
長
尾
氏
か
ら
攻
撃

を
受
け
、
こ
れ
と
と
も
に
越
後
に
逃
亡
し
て
い
た
畠

山
尚
順
な
ど
の
越
中
衆
は
、
帰
国
が
実
現
し
た
と
見

え
て
い
る
。
ま
た
加
賀
一
向
宗
も
治
罰
を
受
け
る
状

況
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
朝

倉
氏
な
ど
の
動
向
を
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
そ
こ
で
越
前
に
お
け
る
状
況
で
あ
る
が
、
ま

ず
『
官
一
胤
卿
記
』
永
正
三
年
八
月
二
十
一
日
条
を
見

て
み
る
と
、
「
越
前
土
一
撲
一
向
宗
、
又
甲
斐
牢
人
、

自
去
十
三
日
蜂
起
。
国
衆
得
勝
。
一
捺
及
一
万
人
死

云
々
」
と
あ
っ
て
、
七
月
十
三
日
(
正
し
く
は
十
四
日

か
)
に
一
撲
衆
が
蜂
起
し
、
朝
倉
勢
と
の
合
戦
で
大

敗
北
を
喫
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
か
つ

て
の
守
護
代
甲
斐
氏
の
一
族
が
、
越
前
回
の
支
配
権

を
回
復
す
る
た
め
に
行
動
を
共
に
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
の
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
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ま
た
「
朝
倉
始
末
記
L

の
語
る
と
こ
ろ
で
は
、
越
山
崎
。
同
六
日
、
中
江
合
戦
、
宗
滴
。
芝
原
合
入
も
失
敗
し
た
と
一
百
う
の
で
あ
る
。

前
国
に
侵
入
し
た
加
賀
一
撲
勢
に
対
し
て
、
朝
倉
貞
、
戦
、
前
波
。
高
木
合
戦
、
光
林
坊
。
敵
悉
敗
北
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
で
は
侵
入
し
た
一
向
一
挨
勢
の

(
却
脱
カ
)

景
軍
は
九
頭
竜
川
に
布
陣
し
て
迎
え
撃
つ
こ
と
と
な
其
後
、
吉
崎
之
構
由
候
。
同
十
月
廿
一
日
、
豊
側
か
ら
は
、
こ
の
状
況
は
ど
う
語
ら
れ
て
い
る
の
で

り
、
中
郷
の
渡
り
・
鳴
鹿
表
・
高
木
口
・
中
角
の
渡
原
・
竹
田
口
ニ
テ
、
御
馬
廻
衆
合
戦
。
中
村
小
あ
ろ
う
か
。

り
の
各
地
点
に
軍
勢
を
配
置
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
右
衛
門
-
r
盟
国
形
部
少
輔
ノ
由
艇
。
照
賢
:
・
(
中
略
)
・
永
正
三
、
八
月
六
日
、
於
越

る
。
そ
の
ほ
か
浅
羽
本
「
日
下
部
系
図
」
の
朝
倉
貞
す
な
わ
ち
、
七
月
十
四
日
に
大
野
郡
か
ら
一
向
一
前
州
九
頭
竜
河
辺
、
自
加
州
乱
入
之
時
、
討
死
。

景
の
項
で
は
、
「
同
三
年
七
月
十
四
日
、
越
州
・
加
州
・
捺
勢
が
侵
入
し
、
十
五
日
に
大
将
と
し
て
宗
滴
が
出
廿
六
除
。
)

能
州
・
越
中
一
撲
蜂
起
。
同
退
散
一
九
)
と
見
え
、
ま
た
陣
。
十
七
日
に
赤
坂
で
合
戦
。
ま
た
豊
原
の
退
口
で
右
の
記
事
は
「
下
閥
系
図
し
の
下
問
照
賢
の
項
に

「
朝
倉
宗
滴
話
記
」
に
も
、
「
三
十
の
年
に
大
一
捺
之
は
豊
原
寺
大
染
院
・
平
泉
寺
明
王
院
お
よ
び
宗
滴
が
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
照
賢
は
永

時
、
七
月
十
七
日
、
豊
原
よ
り
退
口
合
戦
有
之
。
同
合
戦
。
同
日
の
岩
屋
合
戦
で
は
朝
倉
景
職
が
活
躍
。
正
三
年
に
加
賀
か
ら
越
前
に
侵
入
し
た
が
、
八
月
六

八
月
六
日
、
中
一
回
河
を
越
し
合
戦
有
話
」
と
あ
っ
て
、
二
十
六
日
の
豊
原
口
・
河
越
・
前
波
の
合
戦
で
は
、
日
の
九
頭
竜
川
流
域
に
お
け
る
合
戦
で
討
た
れ
た
と

朝
倉
教
景
(
宗
滴
)
が
三

O
歳
の
と
き
の
事
件
だ
と
田
丸
番
頭
が
討
ち
死
に
。
次
い
で
八
月
五
日
の
黒
丸
記
さ
れ
て
い
る
。
一
按
勢
の
大
将
の
一
人
と
覚
し
き

(
中
開
)

述

べ

て

い

る

。

合

戦

で

は

山

崎

が

功

名

。

同

六

日

の

中

江

合

戦

で

は

照

賢

が

敗

死

す

る

の

で

あ

る

か

ら

、

一

撲

方

は

完

敗

こ
う
し
た
朝
倉
氏
関
係
の
史
料
の
う
ち
で
、
こ
の
宗
滴
、
芝
原
合
戦
で
は
前
波
が
そ
れ
ぞ
れ
に
活
躍
。
に
近
い
戦
況
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
向
一
挨
蜂
起
に
つ
い
て
最
も
詳
細
か
つ
的
確
に
叙
ま
た
高
木
合
戦
で
は
光
林
坊
が
戦
功
を
上
げ
、
い
ず
さ
て
一
撲
勢
の
侵
攻
が
一
段
落
し
た
段
階
で
、
次

述
し
て
い
る
の
が
、
「
当
国
御
陳
之
次
第
」
の
次
の
記
れ
も
敵
は
敗
北
し
た
。
そ
の
後
、
吉
崎
道
場
の
構
が
の
よ
う
な
感
状
が
発
せ
ら
れ
た
。

事

で

あ

る

。

破

却

さ

れ

た

と

の

こ

と

で

あ

る

。

さ

ら

に

十

月

二

十

今

度

加

州

一

撲

等

、

至

当

国

出

張

之

処

、

於

豊

原

一
、
同
三
年
丙
寅
七
月
十
四
日
、
従
大
野
一
捺
蜂
一
日
、
豊
原
・
竹
田
口
で
貞
景
の
馬
廻
衆
が
一
捺
勢
寺
、
自
身
討
太
万
働
之
由
、
貞
弘
物
語
、
尤
可
然

起
候
テ
、
同
十
五
日
、
宗
滴
御
出
陳
。
同
十
七
を
迎
え
討
ち
、
中
村
小
右
衛
門
・
飯
田
刑
部
少
輔
が
候
。
向
後
弥
相
談
貞
景
、
抽
忠
功
者
、
可
為
神
妙

目
、
赤
坂
合
戦
。
同
豊
原
大
染
院
・
明
王
院
・
手
柄
を
上
げ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
七
月
候
也
。

宗
消
、
退
口
合
戦
。
同
日
岩
屋
合
戦
、
景
職
。
十
四
日
か
ら
越
前
侵
入
を
試
み
た
加
賀
一
向
一
撲
勢
永
正
四

一一月

間
廿
六
日
、
豊
原
口
・
河
越
・
前
波
合
戦
。
田
は
、
八
月
五
日

i
六

日

の

九

頭

竜

川

流

域

で

の

合

戦

月

(8)

f
王
町
出

丸
番
頭
被
討
候
。
同
八
月
五
日
、
黒
丸
合
戦
、
で
ほ
ぼ
全
面
的
な
敗
北
を
喫
し
、
ま
た
十
月
の
再
侵

23 
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こ
の
感
状
の
発
給
者
は
足
利
義
植
(
義
材
)
で
あ

ろ
う
。
文
面
に
よ
る
と
、
加
賀
一
捺
勢
が
豊
原
寺
に

侵
攻
し
た
際
に
、
平
泉
寺
明
王
院
は
自
ら
太
刀
を
と

っ
て
戦
っ
た
由
で
、
以
後
も
朝
倉
貞
景
と
相
談
し
て

忠
功
を
尽
く
す
よ
う
に
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
感

状
が
明
王
院
に
じ
か
に
宛
て
ら
れ
、
文
言
中
に
朝
倉

貞
景
と
相
談
す
べ
し
と
見
え
る
点
か
ら
考
え
る
と
、

明
王
院
は
朝
倉
貞
景
の
被
官
と
し
て
で
は
な
く
、
対

等
の
立
場
に
あ
る
も
の
と
し
て
処
遇
さ
れ
て
い
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
越
前
勢
の
総
大
将

は
、
実
質
的
に
は
と
も
か
く
、
形
式
上
は
朝
倉
貞
景

一
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
、
朝
倉

氏
の
こ
の
段
階
で
の
地
位
と
権
限
が
象
徴
的
に
表
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
勢
力
は
他
の
在
地
領

主
勢
を
は
る
か
に
抜
き
出
て
い
た
と
は
決
し
て
言
え

な
い
の
で
あ
る
。

翌
永
正
四
年
(
一
五

O
七
)
八
月
に
な
っ
て
一
向

一
撲
は
再
び
蜂
起
す
る
。
「
当
国
御
陳
之
次
第
」
に
は

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

{
告
れ
こ

一
、
同
四
年
丁
卯
八
月
廿
九
日
、
雀
岡
帝
釈
堂
合

戦
。
加
母
玄
忍
討
捕
之
。
従
此
年
永
正
十
五
年

マ
テ
、
長
崎
番
替
有
為
)

す
な
わ
ち
八
月
二
十
九
日
に
帝
釈
堂
口
か
ら
侵
入

し
た
一
捺
勢
と
合
戦
に
な
り
、
一
撲
衆
の
大
将
玄
忍

を
捕
縛
し
た
。
そ
の
後
永
正
十
五
年
(
一
五
一
八
)

ま
で
は
、
警
固
の
た
め
の
番
衆
が
長
崎
に
置
か
れ
た

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
浅
羽
本
「
日

下
部
系
図
」
朝
倉
貞
景
の
項
は
、
「
同
四
年
七
月
廿
九

日
、
一
撲
取
出
、
又
敗
北
」
と
記
し
、
「
朝
倉
宗
滴
話

記
」
も
、
「
三
十
一
歳
、
玄
忍
出
候
時
、
八
月
廿
九

日
、
合
戦
有
之
」
と
語
る
。
ま
た
「
朝
倉
始
末
記
」

こ
斗
品
、加

州
石
川
郡
ノ
玄
忍
ト
云
者
、
越
前
一
国
ノ
務
ヲ

望
テ
、
同
八
月
廿
八
日
ニ
、
越
前
河
北
ノ
郡
上
ノ

郷
帝
尺
堂
口
へ
打
出
崎
。

と
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
注
目
す
べ
き
史
料
と
し
て
、
「
真
珠
庵

文
書
」
に
残
さ
れ
る
紹
越
(
朝
倉
氏
一
族
)
の
置
文

の
次
の
ご
と
き
一
節
を
上
げ
て
お
き
た
い
。

永
正
二
年
皇
、
妙
勝
寺
請
取
。
此
時
真
時
リ
使
用
併

風
寄
進
。
同
四
年
退
院
。
越
州
依
国
民
蜂
起
、
五

年
不
満
也
。
)

す
な
わ
ち
、
永
正
二
年
(
一
五

O
五
)
に
紹
越
は

妙
勝
寺
に
入
寺
し
、
同
四
年
に
退
寺
し
た
が
、
任
期

五
年
を
満
た
さ
な
か
っ
た
の
は
越
前
の
国
民
が
蜂
起

し
た
た
め
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
『
官
一
胤
卿
記
』
永
正
四
年
四
月
三
日
条
に
は

次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
て
い
る
。

去
年
下
越
前
奥
次
郎
、
上
。
内
裏
御
料
所
、
去
年

依
一
捺
乱
、
悉
民
屋
焼
失
之
問
、
御
年
貢
不
致
沙

汰
。
依
此
問
答
送
数
月
、
且
千
疋
進
之
。
残
二
千

疋
、
来
六
月
可
進
之
由
、
有
書
も
)

す
な
わ
ち
、
一
撲
勢
は
侵
入
に
と
も
な
っ
て
各
地

に
放
火
を
行
っ
た
た
め
、
内
裏
御
料
所
た
る
河
北
庄

の
民
震
も
悉
く
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
放
火
は
軍
事
行
動
の
常
と
し
て
一

般
的
に
見
ら
れ
る
戦
術
で
あ
る
が
、
こ
の
一
撲
に
よ

る
被
害
が
か
な
り
の
規
模
に
及
ん
だ
ら
し
い
こ
と
が

窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
こ
の
一
撲
蜂
起
に
際
し
て
発
せ
ら
れ
た

感
状
を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。

去
年
七
月
十
五
日
一
撲
出
張
之
時
、
親
父
三
郎
左

衛
門
尉
於
在
所
討
死
候
。
殊
貴
所
捨
私
宅
、
大
野

江
被
罷
出
候
。
御
忠
節
無
紛
候
。
急
度
可
有
御
扶

(
惣
)

持
候
へ
共
、
先
為
恐
分
御
配
当
五
石
、
以
御
意
被

仰
付
候
。
弥
御
忠
節
肝
要
候
。
恐
々
謹
言
。

永

正

四

篠

嶋

三

郎

左

衛

門

尉

十

二

月

廿

日

守

光

(

花

押

影

)

岩
佐
亀
石
殿

参
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小
嶋
清
治
郎
殿
(
日
)

参

右
に
よ
る
と
、
永
正
三
年
七
月
十
五
日
に
一
向
一

授
が
侵
入
し
た
際
に
、
岩
佐
亀
石
の
父
三
郎
左
衛
門

尉
は
そ
の
在
所
(
未
詳
)
の
戦
闘
で
討
ち
死
に
し
、

ま
た
岩
佐
亀
石
・
小
嶋
清
治
郎
両
氏
が
私
宅
を
捨
て

て
大
野
へ
集
結
さ
れ
た
忠
節
は
紛
れ
の
な
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
や
が
て
朝
倉
貞
景
よ
り
扶
持
が
下
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
が
、
取
り
あ
え
ず
の
措
置
と
し
て
五
石
の

配
当
を
、
貞
景
の
意
向
に
基
づ
い
て
下
し
置
く
も
の

で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
発
給
者
の
篠
嶋
守

光
は
、
大
野
郡
で
一
軍
の
大
将
を
務
め
た
人
物
と
推

測
さ
れ
、
そ
の
立
場
か
ら
配
下
に
属
し
た
岩
佐
・
小

嶋
両
氏
に
宛
て
て
右
の
感
状
を
発
し
た
の
で
あ
ろ
う

が
、
日
付
が
遅
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
っ

て
、
朝
倉
勢
は
こ
の
永
正
四
年
十
二
月
ま
で
は
、
対

一
向
一
撲
の
臨
戦
体
制
を
維
持
し
続
け
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

注1 

「
東
寺
光
明
講
過
去
帳
」
(
『
越
佐
史
料
』
第
三
巻
)
。

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
永
正
三
年
五
月
八
日
条

(
『
増
補
続
史
料
大
成
』
第
三
七
巻
)
。

2 
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J
且
胤
卿
記
』
永
正
三
年
七
月
二
十
一
日
条
(
『
史
料

大
成
』
続
編
第
四
三
巻
)
。

4

浅
羽
本
1

日
下
部
系
図
L

(

『
続
群
書
類
従
』
第
七
揖

上)。

5
「
朝
倉
宗
滴
話
記
」
(
『
続
々
群
書
類
従
』
第
一

O

巻
)

0

6

金
沢
市
立
図
書
館
加
越
能
文
庫
所
蔵
『
宗
滴
夜
話
』

に
所
載
さ
れ
る
「
当
国
御
陳
之
次
第
」
。
拙
稿
寸
当
国
御

陳
之
次
第

l
朝
倉
氏
の
箪
事
行
動
の
記
録

i
」

(
『
北
陸
史
学
』
第
二
五
号
、
一
九
七
六
年
)
。

7
「
下
関
系
図
」
(
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
七
巻
)
。

8

寸
室
町
家
御
内
書
案
」
上
(
『
改
定
史
籍
集
覧
』
第
二

七
冊
)
。

9

寸
当
国
御
陳
之
次
第
L
o

m
J朝
倉
始
末
記
L

。

H

1
真
珠
庵
文
書
L

(

『
福
井
県
史
』
資
料
編
二
・
中
世
、

二
四
二
ペ
ー
ジ
)
。

ロ
『
古
田
一
胤
卿
記
』
永
正
四
年
四
月
三
日
条
。

日
「
小
嶋
土
口
右
衛
門
家
文
書
」
第
二
号
(
『
福
井
県
史
』

資
料
編
七
・
中
近
世
五
)
。

3 

三
朝
倉
氏
の
一
向
宗
対
策

永
正
三
年
(
一
五

O
六
)
1
四
年
(
一
五

O
七
)

の
一
向
一
撲
蜂
起
に
よ
っ
て
越
前
で
は
大
き
な
混
乱

が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
物
語
る
史

料
が
い
く
つ
か
得
ら
れ
た
の
で
こ
こ
に
取
り
上
げ
て

お
き
た
い
。

ま
ず
「
滝
谷
寺
文
書
」
に
残
さ
れ
る
次
の
朝
倉
貞

景
安
堵
状
が
注
目
さ
れ
る
。

所
々
買
得
分
事
、
以
前
雄
出
一
行
、
去
永
正
三
年

一
撲
蜂
起
之
時
、
紛
失
一
五
云
。
就
其
、
目
録
封
裏

詑
。
仇
任
当
知
行
之
旨
、
不
可
有
相
違
之
状
、
如

件

T
。

，nl
 永

正
七

十
二
月
十
八
日

滝

谷

寺

、

1
J

吉
祥
坊

貞
景
(
花
押
)

こ
の
安
堵
状
に
よ
る
と
、
滝
谷
寺
吉
祥
坊
の
買
得

所
領
に
つ
い
て
、
以
前
に
安
堵
状
が
発
せ
ら
れ
て
い

た
が
、
永
正
三
年
に
一
向
一
撲
が
蜂
起
し
た
際
に
そ

の
一
行
を
紛
失
し
た
の
で
、
永
正
七
年
(
一
五
一

O
)

に
い
た
っ
て
改
め
て
目
録
を
作
成
し
、
そ
の
安
堵
を

要
請
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
加
賀
国
境
に
近

い
三
国
に
所
在
す
る
滝
谷
寺
吉
祥
坊
は
、
一
向
一
撲

勢
に
よ
っ
て
攻
撃
対
象
と
さ
れ
る
可
能
性
が
高
か
っ
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た
た
め
に
、
重
宝
類
を
持
っ
て
急
ぎ
他
所
に
避
難
し
竜
川
以
北
に
お
い
て
は
、
相
当
の
混
乱
が
生
じ
て
い

た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
際
に
買
得
地
安
堵
状
な
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ど
が
紛
失
す
る
事
態
と
な
っ
た
の
で
、
攻
撃
の
終
わ
な
お
、
一
向
一
撲
の
攻
撃
白
標
と
さ
れ
た
足
利
義

っ
た
時
点
で
所
領
目
録
な
ど
を
再
度
作
成
し
て
、
右
植
(
義
材
)
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
後
首
尾
よ
く
将

の
よ
う
に
安
堵
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
軍
に
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
永
正
七
年
(
一

当
寺
領
買
得
寄
進
地
等
事
、
文
明
十
八
年
三
月
廿
五
一

O
)
四
月
に
至
っ
て
朝
倉
貞
景
に
次
の
よ
う
な

八
日
氏
景
・
文
亀
元
年
十
一
月
七
日
貞
景
井
為
祈
感
状
を
下
し
て
い
る
。

願
所
上
者
、
山
林
竹
木
不
可
有
領
主
妨
旨
、
同
一
加
賀
・
越
前
両
国
一
撲
、
度
々
蜂
起
候
処
、
依
戦

行
雄
在
之
、
去
参
年
土
民
蜂
起
時
、
皆
以
令
紛
失
功
、
早
速
加
退
治
由
、
被
間
食
詑
。
尤
以
神
妙
。

云
云
。
例
目
録
封
裏
詑
。
任
当
寺
務
之
旨
、
不
可
有
伯
太
万
一
腰
国
泰
遣
之
候
也
。

相

違

之

状

如

件

。

臨

一

院

村

四

日

永

正

拾

年

十

二

月

三

日

孝

景

(

花

押

)

朝

倉

弾

正

左

衛

門

尉

と

の

へ

(3)

滝

谷

寺

前

述

し

た

ご

と

く

に

、

そ

も

そ

も

こ

の

永

正

三

年

右
の
判
物
も
同
様
に
、
滝
谷
寺
に
対
し
て
朝
倉
孝
の
一
向
一
撲
蜂
起
は
、
将
軍
足
利
義
澄
の
働
き
掛
け

景
(
父
貞
景
は
永
正
九
年
三
月
二
十
五
日
死
去
)
が
を
受
け
入
れ
た
本
願
寺
実
如
が
、
勢
力
挽
回
を
図
る

永
正
十
年
(
一
五
一
三
)
に
発
し
た
も
の
で
、
買
得
足
利
義
植
、
お
よ
び
こ
れ
を
支
援
す
る
朝
倉
貞
景
・

地
・
寄
進
地
に
関
す
る
安
堵
状
な
ど
が
永
正
三
年
の
畠
山
尚
順
・
上
杉
房
能
・
長
尾
能
景
・
畠
山
義
英
な

「
土
民
」
の
蜂
起
，
の
際
に
す
べ
て
紛
失
し
て
し
ま
っ
ど
に
打
撃
を
与
え
る
べ
く
蜂
起
を
命
じ
た
も
の
で
あ

た
の
で
、
再
度
作
成
き
れ
た
所
領
目
録
の
裏
を
封
じ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
う
し
た
攻
撃
を
か
わ
し
て
将
軍
職

て
改
め
て
こ
れ
を
安
堵
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
に
復
帰
で
き
た
足
利
義
植
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ま
で

こ
う
し
た
史
料
に
よ
り
、
こ
の
永
正
三
年
i
四
年
の
支
援
し
て
く
れ
た
大
名
達
に
は
、
何
は
さ
て
お
い
て

一
向
一
撲
蜂
起
の
規
模
が
か
な
り
大
き
か
っ
た
こ
と
も
褒
賞
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

が
推
測
さ
れ
る
と
共
に
、
一
捺
勢
の
侵
入
し
た
九
頭
と
こ
ろ
で
「
朝
倉
始
末
記
」
に
よ
れ
ば
、
朝
倉
氏

は
こ
の
永
正
三
年
の
一
向
一
撲
蜂
起
の
緒
戦
の
段
階

で
、
領
圏
内
に
あ
っ
た
本
願
寺
派
の
大
塩
円
宮
寺
・

石
田
西
光
寺
な
ど
の
僧
侶
を
捕
縛
し
て
一
乗
谷
に
連

行
し
た
ほ
か
、
撃
退
後
に
は
吉
崎
御
坊
を
は
じ
め
と

し
て
、
藤
島
超
勝
寺
・
和
田
本
覚
寺
・
久
末
照
厳
寺
・

荒
川
興
行
寺
・
宇
坂
本
向
寺
な
ど
を
破
却
し
て
、
本

願
寺
派
が
国
内
に
居
住
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
前
節
で
検
討
し
た
「
当
国

御
陳
之
次
第
」
に
も
、
八
月
の
合
戦
の
直
後
に
「
士
口

(
日
割
脱
カ
}

崎
之
構
由
候
」
と
見
、
え
て
、
吉
崎
道
場
の
構
が
破
却

さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
一
記
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
朝
倉
氏
の
一
向
宗
対
策
を
示
す
史
料
と

し
て
、
「
恵
光
寺
文
書
」
の
次
の
一
点
を
取
り
上
げ
て

検
討
し
て
み
よ
う
。

先
年
寅
歳
一
一
挟
蜂
起
以
来
、
本
願
寺
門
徒
雄
御
成

敗
候
、
近
年
改
彼
念
仏
申
伝
付
而
、
白
去
年
別
而

堅
被
仰
付
候
。
就
其
所
々
恵
光
寺
御
門
徒
、
為
気

遣
念
仏
停
止
之
旨
承
候
。
太
不
可
然
候
。
如
先
々

急
度
可
被
仰
付
事
肝
要
候
。
於
御
門
徒
中
者
、
柳

不
可
有
別
儀
候
。
自
然
兎
角
於
申
在
所
者
、
承
可

致
注
進
候
。
恐
々
謹
言
。

天

文

弐

久

原

平

兵

衛

尉

三

月

廿

五

日

吉

忠

(

花

押

)
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の
門
徒
衆
が
支
援
し
た
か
)
、
お
よ
び
こ
れ
を
支
持
し

た
本
願
寺
証
如
の
一
派
を
指
し
、
小
一
撲
と
は
、
加

恵
光
寺
へ
4
J

庫

裏

、

賀

在

住

の

若

松

本

泉

寺

・

波

佐

久

口

松

岡

寺

・

山

田

光

こ
の
史
料
が
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
先
年
の
「
寅
歳
」
教
寺
・
清
沢
願
得
寺
な
ど
の
勢
力
で
あ
る
。
そ
し
て

に
一
撲
が
蜂
起
し
て
以
来
、
越
前
で
は
本
願
寺
派
門
劣
勢
と
な
っ
た
小
一
挨
方
は
朝
倉
氏
に
来
援
を
求
め

徒
に
は
成
敗
が
加
え
ら
れ
て
禁
止
さ
れ
た
が
、
近
年
て
来
た
の
で
、
越
前
か
ら
は
朝
倉
教
景
を
中
心
と
す

再
ぴ
念
仏
を
唱
え
る
者
が
い
た
の
で
、
去
年
天
文
元
る
軍
勢
を
加
賀
に
進
撃
さ
せ
、
ま
た
同
時
に
能
登
・

年
(
一
五
三
二
)
に
厳
重
に
再
度
禁
止
さ
れ
た
。
こ
越
中
勢
も
加
賀
に
侵
入
し
た
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ

の
念
仏
禁
制
に
関
し
て
、
恵
光
寺
門
徒
は
気
遣
っ
て
も
防
戦
し
た
大
一
撲
方
の
勝
利
と
な
り
、
ま
も
な
く

念
仏
を
停
止
す
る
旨
を
申
し
出
て
き
た
が
、
こ
れ
は
朝
倉
氏
な
ど
侵
入
軍
は
兵
を
引
き
上
げ
ざ
る
を
え
な

当
方
に
と
っ
て
は
全
く
不
本
意
な
こ
と
で
あ
る
。
従
か
っ
た
。
そ
こ
で
朝
倉
氏
は
、
右
の
史
料
に
述
べ
ら

来
通
り
に
念
仏
を
申
し
て
も
よ
い
と
伝
え
て
ほ
し
い
。
れ
る
よ
う
に
、
翌
天
文
元
年
(
一
五
三
二
)
に
念
仏

恵
光
寺
門
徒
中
に
は
い
さ
さ
か
も
別
儀
が
あ
っ
て
は
(
つ
ま
り
本
願
寺
派
)
を
再
度
厳
重
に
禁
止
し
た
の

な
ら
ず
、
と
に
か
く
の
儀
を
申
す
在
所
が
あ
っ
た
な
で
あ
っ
た
。

ら
ば
、
承
り
次
第
、
直
ち
に
注
進
す
る
で
あ
ろ
う
、
も
う
一
点
、
永
正
三
年
以
後
の
朝
倉
氏
に
よ
る
一

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭
に
見
え
る
「
寅
歳
」
向
宗
政
策
を
示
す
史
料
を
取
り
上
げ
て
お
こ
う
。

が
永
正
三
年
を
指
す
こ
と
は
、
ま
ず
誤
り
あ
る
ま
い
。
以
上

ま
た
近
年
に
念
仏
を
唱
え
た
事
件
と
い
う
の
は
、
享
其
方
各
、
前
々
ヨ
リ
長
勝
寺
門
徒
無
紛
之
処
ニ
、

禄
四
年
(
一
五
三
二
に
加
賀
で
大
一
撲
と
小
一
撲
近
年
直
参
之
由
被
申
、
不
参
ニ
付
而
、
従
符
時
鵬

と
が
対
立
し
た
、
い
わ
ゆ
る
享
禄
の
錯
乱
に
際
し
て
、
書
状
を
以
被
申
、
各
被
得
其
意
、
如
前
々
長
勝
寺

越
前
か
ら
本
願
寺
派
の
門
徒
が
参
加
し
た
事
態
を
指
江
帰
参
候
。
太
可
然
候
。
殊
井
之
在
所
、
皆
々
長

し
て
い
る
(
次
節
に
詳
述
)
。
大
一
授
と
は
、
越
前
か
勝
寺
門
徒
無
紛
之
由
返
事
候
由
、
被
申
候
。
将
亦

ら
移
住
し
た
超
勝
寺
・
本
覚
寺
の
勢
力
(
越
前
か
ら
永
正
三
年
ヨ
リ
長
勝
寺
退
転
候
。
其
間
も
御
本
尊

桑
原
小
次
良

士
口
{
疋

花
押
)

泉

越
前
朝
倉
氏
と
加
賀
一
向
一
撲
付

-号

之
御
裏
書
ニ
、
直
参
共
、
又
超
勝
寺
殿
下
共
、
可

有
候
之
之
由
、
被
申
候
。
左
様
之
儀
者
、
長
勝
寺

門
徒
之
内
ニ
ハ
あ
ま
た
有
之
由
、
被
申
候
。
昔
ヨ

リ
少
も
申
分
無
之
之
処
ニ
、
近
年
事
あ
た
ら
し
き

事
被
申
候
由
候
。
菟
角
法
儀
ニ
相
違
儀
も
無
勿
峠
幹

事
候
問
、
能
々
思
案
候
て
、
急
度
帰
参
尤
候
。
雄

然
、
達
而
申
分
於
有
是
者
、
其
方
御
本
尊
守
被
申

候
市
、
長
勝
寺
与
同
前
ニ
被
罷
上
、
御
理
可
被
申

上
候
。
恐
々
謹
言
。

(

文

禄

五

年

)

野

木

加

右

衛

門

尉

九

月

十

五

日

賑

重

(

花

押

)

横
倉
村

長
勝
寺
門
徒太

郎
兵
衛
殿

同
惣
中

右
の
史
料
は
、
法
勝
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
野
木
賑
重

の
書
状
で
、
本
来
は
野
津
俣
長
勝
寺
に
伝
来
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
大
正
期
か
ら
法
勝
寺
の
保
管
す
る
と

こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
発
せ
ら
れ
た
年
次
は
文
禄
五

年
(
一
五
九
六
)
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
述
べ
ら
れ

る
内
容
は
、
横
倉
村
の
太
郎
兵
衛
以
下
の
門
徒
惣
中

が
、
文
禄
元
年
二
五
九
二
)
十
一
月
に
顕
如
が
死

去
し
て
教
如
が
継
職
し
た
こ
と
を
契
機
に
し
て
、
「
直

参
」
の
処
遇
を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
主
張
し
て
長
勝
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寺
に
不
参
の
態
度
を
と
っ
た
た
め
に
、
本
願
寺
坊
官

下
関
頼
賑
か
ら
九
月
十
二
日
付
け
で
厳
し
く
叱
責
を

受
け
、
次
い
で
右
の
書
状
で
野
木
賑
重
か
ら
も
同
様

の
叱
責
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
注
目
す

べ
き
は
、
永
正
三
年
か
ら
長
勝
寺
は
退
転
(
お
そ
ら

く
は
加
賀
ご
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
て
、
そ
の
退
転
の
時
代
に
長
勝
寺
門
徒
が
本

願
寺
か
ら
下
付
さ
れ
た
阿
弥
陀
如
来
像
の
裏
書
に
は
、

6

「
直
参
」
あ
る
い
は
藤
島
超
勝
寺
の
門
徒
と
の
表
記

が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
記
は
長
勝
寺
門
徒

に
お
い
て
は
「
あ
ま
た
L

見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

近

年

に

な

っ

て

殊

更

に

こ

れ

に

依

拠

し

て

な
ど
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
認
め
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
速
や
か
に
従
来
通
り
長
勝
寺
に
帰

参
し
、
も
し
申
し
分
が
あ
る
な
ら
ば
長
勝
寺
と
と
も

に
本
願
寺
に
出
頭
す
べ
し
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
る
ご
と
く
に
、
長
勝
寺
は
永
正

三
年
以
降
、
退
転
を
余
儀
な
く
き
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
朝
倉
氏
に
よ
る
一
向
宗
禁
圧
政
策
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ

、
「
ノ

若
越
郷
土
研
究

三
十
八
巻
二
号
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i主

「
滝
谷
寺
文
書
」
第
五
号
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編
四
・

2 
中
近
世
二
)
。

「
滝
谷
寺
文
書
L

第
八
号
。

「
御
内
書
案
」
(
『
大
日
本
史
料
』
第
九
編
之
ニ
)
。

「
恵
光
寺
文
書
」
第
一
号
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編
七
・

中
近
世
五
)
。

「
法
勝
寺
文
書
」
第
七
号
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編
七
・

中
近
世
五
)
。

「
法
勝
寺
文
書
」
第
六
号
。

3 4 5 
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